
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
四
号

牧
野
法
施
行
令

内
閣
は
、
牧
野
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
三
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
及
び
附
則
第
一
項
に

基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
法
の
施
行
期
日
）

第
一
条
　
牧
野
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
中
第
三
章
の
規
定
以
外
の
規
定
の
施
行
期
日
は
、
昭
和
二
十
五
年
八

月
一
日
と
す
る
。

（
牧
野
管
理
規
程
を
定
め
る
べ
き
牧
野
）

第
二
条
　
法
第
三
条
第
一
項
の
牧
野
は
、
公
用
に
供
し
て
い
な
い
牧
野
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
一
団
地
の
面
積
が
北
海
道
に
あ
つ
て
は
三
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
、
都
府
県
に
あ
つ
て
は
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上

の
も
の

二
　
一
団
地
の
面
積
が
北
海
道
に
あ
つ
て
は
十
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
三
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
、
都
府
県
に
あ
つ
て

は
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
も
の
で
あ
つ
て
、
農
林
水
産
省
令
の
定
め
る
手
続
に
従
い
都
道

府
県
知
事
が
指
定
す
る
も
の

２
　
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
河
川
の
敷
地
又

は
堤
防
は
、
公
用
に
供
し
て
い
な
い
河
川
の
敷
地
又
は
堤
防
で
あ
つ
て
、
一
団
地
の
面
積
が
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上

の
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
二
十
五
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
牧
野
法
施
行
令
の
廃
止
）

２
　
牧
野
法
施
行
令
（
昭
和
六
年
勅
令
第
二
百
六
十
五
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
三
月
三
一
日
政
令
第
九
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

３
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
牧
野
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

牧
野
管
理
規
程
の
認
可
を
受
け
て
い
る
牧
野
で
あ
つ
て
、
改
正
前
の
牧
野
法
施
行
令
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
該

当
す
る
も
の
の
う
ち
、
そ
の
一
団
地
の
面
積
が
改
正
後
の
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
面
積
に
該
当
す
る
も
の
は
、
同

号
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
七
月
五
日
政
令
第
二
八
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
五
月
二
一
日
政
令
第
一
七
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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